
かすみがうら市教育委員会 ６月臨時会 会議次第 

 

日 時  令和元年６月１１日(火) 

午後４時３０分～ 

場 所   霞ヶ浦庁舎 大会議室   

 

１  開     会 

 

   ２  あ い さ つ 

 

   ３  議     題 

報告事案 いじめ事案（H31年 2月 27日）に関する報告について 

  

   ４  閉     会  
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かすみがうら市教育委員会６月臨時会会議録 

１ 招 集 期 日  

令和元年６月１１日（火） 

 

２ 招 集 場 所   

霞ヶ浦庁舎 大会議室 

 

３ 出席委員 

    教 育 長   大 山 隆 雄 

委 員   田 澤 高 保（教育長職務代理者） 

委 員   宮 本 雪 代 

委   員   坂 本 雅 子 

 

４ 欠席委員 

    委   員   中 島 和 彦 

 

５ 委員以外の出席者 

    教 育 部 長    田 﨑 守 一 

    学 校 教 育 課 長   岩 井 雄一郎 

    生 涯 学 習 課 長   仲 澤   勤 

    スポーツ振興課長   金 子 俊 文 

    教 育 指 導 室 長   岡 野 浩 則 

    教 育 指導 室主 事    鈴 木 亮 範 

    学校教育課課長補佐   永 田 昌 之 

    学校教育課総務担当係長   阿 部 佳 子 

 

６ 議   題 

報告事案  いじめ事案（H31年 2月 27日）に関する報告について 

 

７ 会議の大要  

開会 午後 4時 30分 

※この会議録内に、令和元年かすみがうら市議会第２回定例会における一般質問の会議

録で一部非公開となっている箇所が含まれるため、本会議録も同様に一部非公開として

おります。 
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 起立、礼、着席。 

 それでは、これより臨時教育委員会を開催したいと思いますので、教

育長よろしくお願いします。 

 

それでは、委員さん方にはお忙しいところお集まりいただきましてあ

りがとうございます。 

まだ市議会第２回定例会開会中なのですが、先週行われました一般質

問において教育委員会関連の質問がございましたので、そのことについ

て本日、報告させていただきたくお集まりをいただきました。 

本日は、３名の委員さんが出席されておりますので、会議は成立いた

します。なお中島委員さんより、都合がつかないので欠席させていただ

きたいと申し出を受けております。 

これより、６月の臨時教育委員会を開催いたします。 

去る２月２７日に起きた事件について、令和元年市議会第２回定例会

の一般質問において、設楽議員さんからのご質問及び（私）教育長の答

弁について御報告させていただきます。それでは教育部長から報告願い

ます。 

 

 ただ今、教育長からお話がありましたように、今月４日から開会され

ております令和元年第２回市議会定例会におきまして、５日から７日ま

での３日間の日程で一般質問が行われております。その中日の６日に行

われました設楽議員の一般質問におきまして、中学校生徒傷害事件の経

過と再発防止策について、市いじめ防止等に関する条例の運用について

とご質問がございました。配布いたしました資料に基づきまして、ご報

告をいたします。いじめ事案（平成３１年２月２７日）に関する報告に

ついて、令和元年市議会第２回定例会、設楽議員一般質問の内容を抜粋

したものでございます。設楽議員が加害者生徒（男子）の保護者からの

聴取ということで、加害者男子の両親から聞き取った主な内容が①～⑦

となっております。それに基づきまして、質問が出されております。①

柔道部をいじめで辞めた、４月に入学をいたしまして入部しましたが、

いじめで辞めたという発言がございました。②小学校時代、カッターを

持っていたことはない、今回のカッターにつきましては、美術の工作用

として■■■■■で購入したという発言がございました。③平成３０年

６月から加害者は悩みはじめた、被害者に裏切られた、靴を隠されたこ

ともあった。それまでは被害者と仲良かったが、被害者に裏切られたと

いうような発言でございました。④加害者が担任の先生に相談した際に、

お前の性格は直せないのか、そんなことも我慢できないのかと言われた。

⑤１０月下旬、加害者が他の男子生徒にカッターを向けた、との話を被

害者の親から聞いた、そのことは先生から聞いているのかと言われた、

先生は（加害者の）親に伝えると言っていたのにも係わらず、私（加害

者の父）に連絡をくれなかったとのことでございます。事件後、加害者

の父親が被害者の父親に謝罪に行ったときに聞かされた話だということ

でございます。加害者の父親が、その時に聞いていればカッターを取り

上げていた、この時に学校側が刃物を持ち込ませない措置を採っていた

とすれば、今回の事件を防げた可能性があったと、弁護士からの話があ

ったというような発言がございました。⑥１月と２月、加害者に対する

被害者たちのいじめ、加害者は■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■と言われていた、加害者はいじめを受けていた、仲直りをしたいと思

っていたとのことでございました。⑦■■■■■■■■■■■■■■■

■■ということでございました。この中で設楽議員の発言といたしまし
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ては、これらを通じまして、事件以前に加害者男子は被害者女子等によ

るいじめが行われていたということでございます。この件につきまして

は、文教厚生委員会の報告書にも載っているというような発言でござい

ます。教育委員会は傷害事件が起きてしまった経緯を明らかにしなけれ

ばならない、また今回の事故は防ぐことができる可能性があった明確な

いじめの重大事案であるというような発言でございます。さらに設楽議

員の意見・要望といたしまして、真相を明らかにし、被害者と加害者に

対し、法に基づき適正な対処が行われること、■■■■■■■■■■■

■■■ので、早急な対応をしてほしいというような要望がございました。

それと２月２７日事件をいじめの重大な事案として捉え、真実を明らか

にし、いじめ条例防止に基づき、学校・地域・家庭が一体となり再発防

止に取り組むこと、さらには学校への刃物等の危険物の持ち込みについ

て、幼保教育から義務教育の全課程において適切な指導を速やかに徹底

してもらいたいというような発言がございました。これに対しまして、

教育長の第１回目の答弁でございますが、内容といたしましては、教育

委員会、校長会の審議結果の報告、さらには教育委員会としての当該学

校への指導助言、児童相談所を含む関係機関との連携支援、緊急スクー

ルカウンセラーの派遣等を行いながら、児童生徒への影響は極力小さく

なる取り込み等について答弁をしたところでございます。２回目以降の

答弁といたしましては、教育委員会で把握している内容とは一部食い違

う部分があります。今回初めて知った内容もあるため、議員が発言され

た内容について、一つ一つ事実確認を行ない、委員会として対応してい

きたいというような答弁をしてございます。その後、一般質問が終わっ

てから会議終了後に報道機関３社、毎日新聞、東京新聞、讀賣新聞の３

社から教育長がインタビューを受け、答えてございます。そのうち翌日、

お手元に配りました東京新聞が掲載した内容となっております。報告は

以上です。 

 

 それでは、ただ今の報告について、何かご質問等ございましたらお願

いいたします。 

 

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ということは、■■■■■■■

■■■■■■だけではなく、そちらに措置された訳ですから、事件のこ

とや生活状況、少年の性格など、多分いろいろと調べてきていると思い

ます。先ほど、部長から設楽議員の話が出ましたが、これは被害者の方

の話が出てないので、片方だけの話だということで、我々も判断が難し

い訳です。ですので、■■■■■■■■■■■で、事件の事について色々

と調べてから■■■■■と思いますので、そのことを待ってから、これ

からのことを考えたら良いのではないかと思います。設楽議員の話を結

論から言えば、真相を明らかにし、真実を明らかにし、これから子供た

ちの生活を何とか立て直して欲しいというのが、本当の意図だと思いま

す。ですから、真相や真実を明らかにするのは■■■■■■■では一部

分かるかもしれませんが、我々がそのような事を調べるのは難しいので、

教育長が新聞社の方に言っていました第三者委員会等を立ち上げて、こ

れから両方の話を聞いて真実を明らかにし、対応していくということも

大切なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。他の委員から

も意見を出していただきたいと思うのですが。 

 

 ただ今、委員から今後の対応を含めてご意見がありました。そのこと

も含めて、他の委員さんからもご意見をお聞かせいただければと思いま
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す。 

 

 この２月の事件が起きた後、教育委員会、学校の方でいろいろ事実関

係を調べて報告していただき、第三者委員会を立ち上げるかどうかの検

討も行った記憶があるのですが。 

 

 その件については、カッターで切りつけたという行為の事故について

の結論という考え方だったと思います。情報も確認をしっかり取れなか

った状況であり、■■■■■■■■■■■■■ということ、被害生徒は

自宅療養というような中、当事者に事故の事について学校、教育委員会

を通して聴くことは出来なかったということ。前回の件は、あくまでも

カッターで切りつけたという行為の事故についての判断であると私は認

識しております。この件について教育指導室長から何か付け加える事は

ありませんか。 

 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

 第三者委員会のことについては、今回の件については行っていません

よ。 

 

被害生徒の保護者から、事を大事にしたくないと要望があったと思い

ましたが、すみません、記憶が曖昧なのですが、これ以上の調査や学校

での説明会、保護者会みたいなものは開催しないという話だったかと思

いますが、今現在、被害生徒の保護者の意向はどうなのでしょうか。 

 

学校、教育委員会としては、あくまでも加害生徒、被害生徒、そして

その保護者や当該学年の生徒のケアを第一に考え、慎重に対応すること

が一番大切なことであると考えており、臨時保護者会などを開催するこ

とは考えておりません。何故かと言いますと、開催することによって、

いろんなご意見が出ると思いますが、ご意見に対して、的確な説明が出

来るような状況ではないので、開催することが絶対に求められるもので

はない、今回の一般質問が行われるまで、そのような形で推移してきた

訳です。今回の一般質問によって、確認が出来なかった内容もいろいろ

と出てきましたので、一つ一つ確認した上でないと今後の対応について

は即答できませんので、先程、教育部長が説明されたような答弁に至っ

た訳でございます。そのような事から、第三者委員会を開催しないなど

の発言はしておりません。 

 

 すみません、私の記憶の間違いです。第三者委員会ではなく、学校で

の保護者説明会などは開催しないということは覚えているのですが。 

私も一人の子どもを持つ母親として、やはり一番傷ついている上に、

さらに二次三次と深く傷つけられてしまうことを避けたいというご意向

だったと思いましたので、私の意見としましては、被害に合われた方の

ご意向を良く酌んで進めたいと思います。 

 

ありがとうございました。その他ございますか。 

 

 この報告について、■■■■■■■■■■■■■■■■■■ことなっ

ておりますが、事実確認、事実関係のはっきりしていない部分もあるの

で、■■■■■■■■■■■も考慮した上で、さらに事実関係の確認が
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必要であるかという理解でよろしいでしょうか。 

 

 設楽議員の一般質問では■■■■■■■■■■■ので、それまでに行

って下さいという内容のご要望でございました。 

 私共といたしましては、そのような質問を受けていますので、あくま

でも議員から聞いたお話で、確実な日か確認しておりませんが、手続等

を踏まえ、■■■■■には捉われず、事実関係については調査出来るこ

とから行っていきたいと考えております。 

 

その事実というのが難しいと思うのですが、事実には必ず客観的な起

こってしまったこと、それから被害者・加害者の当事者であったり、そ

の保護者であったり、主観的に受けている事実もあるかと思いますが、

それらをもう一度確認していく作業が必要だという理解でよろしいでし

ょうか。 

 

 今回の一般質問では、掴んでいた内容と違う面がありますので、その

辺を確認していきたいと思います。 

 

 かなり時間が経過しており、主観的な事実が改めて入っている部分も

あるため、そこも含めて確認をされるということですね。 

 

 はい。そうです。 

 

 その他ございますか。 

 

 加害者の父親、それから被害者のご両親も、突然起きたことなので、

何でこんなことが起きてしまったのかと戸惑いや色々な悩みがあったと

思いますが、設楽議員が質問した内容は、加害者の親の話がほとんどで、

設楽議員は被害者のところには話を聞きに行った事実はないのですか。 

 

 そのような報告は受けておりません。今回資料につきましては、７点

ほど提出してございますが、これについては今まで存じなかった内容で

ございます。 

 

 この内容について被害者のご両親がどういう風に感じるかと思いま

す。つまりこういった情報が出てくれば、いや私たちが別な情報を掴ん

でいますということがあると思います。ですので、両方の立場の話が平

等に出てこないと本当の事は分からないと思います。そのことを調べる

ために第三者委員会も一つの手法かと思っていますが、世の中で第三者

委員会のことでかなり話題になっており、第三者委員会を立ち上げたこ

とにより、返って被害者も加害者も苦しむ状態に陥っている場合も沢山

ありますので、それが全てではないと思います。でも加害者側の片方だ

けの話で事が進まないようにするには、被害者の方も辛いことがあるか

もしれませんが、我々とは全く立場の違う人達に、調査してもらうこと

は大切なことだと思います。このまま加害者側の片方だけの意見で進む

のは良くないかなと私個人としては思っています。■■■■■■■■■

■■ことは絶対にありませんので、その内容を見てからもう一度、教育

委員会を開催していただき、それから決めても遅くはないかと思います。

別に慌てて行う必要はないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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 ただ今の委員のご提案について、特にご意見ございますか。 

 

 私も同様に、■■■■■がしっかりした根拠を持ち、専門官が確認を

した上で■■■■■■■■■■■■■■ということですから、そこまで

にではなく、事実を調べることは非常に重要であると思います。主幹的

に思いがどんどん変わっていくだろうと思いますし、専門的に調査した

ことと併せて、一つ一つ丁寧に確認していく作業が必要ではないかと思

いますので、■■■■■■■■■■■■までにということではなく、丁

寧に調査していくのが良いのではと私は思います。 

 

 当事者に話を聞くということは、現在の状況では難しいと思います。

被害者の生徒については、この事故の件について色々聞くことは現在の

ところかなり厳しい状況であります。もし、このようなことを聞くこと

によって、心の傷が更に深まり不登校になってしまったら、何のための

聞き取りなのかということにもなり兼ねませんので、そのことについて

は、かなり難しい現状かと思います。 

その他ございますか。 

 

 被害者の生徒には、養護教諭や学級担任の先生は一番気持ちを知り合

っていると思いますし、加害者側の意見が出てきておりますので、それ

に対する気持ちがあると思います。■■■■■■■の間にそれを聞いて

も大丈夫だと思います。真実を明らかにしたいと保護者も思っていると

思います。 

教育長のお話も良く分かりますが、設楽議員の結論は、真相を明らか

にし、ちゃんとした学校生活を送らせたいという思いがありますので、

一つの提案として、■■■■■■■■■■■■■■■■■■内容を見て、

今すぐにではなく、もう一度協議してみたらどうでしょうか。以上です。 

 

 設楽議員は事実関係を明らかにしてほしいことと再発防止についても

取り組んでほしいという事ですが、再発防止について、どのようなこと

を行っているのか教えてください。 

 

 この事故の発生した後の話になりますが、教育長からの説明がありま

したとおり、被害生徒及び周りの生徒ケアを最優先に対応させていただ

いておりました。併せて、生徒が悩みや不安を発信できなかった可能性

を鑑み、各中学校へ生徒との情報共有、カウンセリングの機会の検討に

ついて、教育長を通して指示・指導を行いました。当該中学校のその後

の対応としましては、毎月のいじめに関するアンケートを今年度も実施

中です。また、担任とのスクールデイズという１対１で行う交換日記み

たいなものの継続で、とにかく早めに情報を挙げることや、アンテナを

高くして子供の変容を早めにキャッチできるようにすること、あと当該

中学校に関しては、友人関係・学級満足度・自己有用感などが分かる調

査を子供たちの思いを客観的に見られる数値として行い、今年度も実施

する予定です。危険物等に関しましては、毎回、学校訪問時に学校に不

必要なもの及び危険物等の持ち込みに関しては、年度当初や生徒指導心

得等で随時指導しており、学習で使用するものに関しては、基本学校に

保管している物、学校の予算で購入した物を渡し、使用後に回収すると

いうことで、鋸や錐などナンバリングされており、回収時に安全確認を

しておりました。今回、こういった事案が発生し、カッター等を持ち込

んだ場合の対応について、各学校危機管理マニュアルの再度の見直しや
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持ち物に関しての再度の指導、情報の共有が図れるかを含めまして取り

組んでいるところでございます。以上でございます。 

 

 その他ございますか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

 それでは、ただ今のご提言も含めて、出された意見等につきまして今

後、慎重に取り扱って対応していかなければならないと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で本日の臨時教育委員会を閉会いたします。お忙しい中、誠にあ

りがとうございました。 

 

起立、礼。 

 

 

          閉会 午後 5時 10分 

 

          

 

 


